
山県市地域公共交通計画【概要版】

　「山県市地域公共交通計画」は、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づき作成

されるものです。地域公共交通の基本方針と目標を整理し、まちづくりと連携した取り組みを明確

化したものであり、持続可能な公共交通網の形成に向けたマスタープランとなるものです。

　策定にあたっては、「第3次山県市総合計画」、「山県市デジタル田園都市国家構想総合戦略」、

「山県市都市計画マスタープラン」等の上位計画・関連計画と整合を取りつつ、「山県市地域公共

交通網形成計画」（平成30年度～令和5年度）における取り組みの評価を踏まえるものとします。

 お問合せ先　　 山県市企画財政課 電話：0581-27-6825 ，FAX：0581-27-2075

　　　　　　　　  　　　　　　　　E-mail：kikaku@city.gifu-yamagata.lg.jp

■ 計画策定の趣旨

■ 対象区域・計画期間

　本市では、市民の移動手段を確保するため自主運行バスを運行してきましたが、利用者の減少や

路線維持費の増加に伴う営業路線の撤退により、バスネットワークの崩壊が懸念される状況にあり

ます。そこで、平成２５年度に「山県市公共交通総合連携計画」、平成３０年度に「山県市地域公

共交通網形成計画」を策定し、市民、市、交通事業者が連携を図り、各種事業に取り組んできまし

た。

　令和2年3月に東海環状自動車道が山県ICまで開通するとともに、令和3年6月にはまちの特産品

や観光資源を活かしてひとを呼び込むためのにぎわい拠点（山県ばすけっと）や山県バスターミナ

ルが整備され、バスターミナルを拠点とした路線再編を実施しました。

　網形成計画の計画期間が令和5年度末で期間満了を迎えることから、網形成計画期間中の取り組

み等を評価した上で、さらなる持続可能な地域公共交通の確保・維持・改善を図るため、「山県市

地域公共交通計画」を策定することとしました。

・計画区域は、「山県市全域」とします。

・計画期間は、「令和６年度～令和１０年度」の５年間とします。

■ 計画の位置付け

■ 評価指標と目標値

・本計画に掲げる施策を着実に実施し、目指す将来の姿を実現するため、次の評価指標と目標値を

設定します。

地域公共交通活性化・再生法

・まちづくり、観光振興等の地域戦略との一体性の確保

・地域全体を見渡した総合的な公共交通網の形成

・地域特性に応じた多様な交通サービスの組み合わせ

・市民の協力を含む関係者の連携

第３次山県市総合計画

1.まちの将来像の実現に向けた、最も
上位に位置づけられる計画

2.あらゆる分野に係る総合的なまちづ
くり計画

山県市都市計画マスタープラン

第４次山県市地域福祉推進計画

山県市デジタル田園都市国家構想総合戦略

その他関連計画

山県市地域公共交通計画

目指すべき将来都市像の中で公共交
通が果たすべき役割と公共交通の活
性化及び再生に向けた取り組みを定
めた計画

項目 評価指標 基準値
目標値

(R10)

公共交通
ネットワークの
維持・構築

指標１ 年間利用者数
指標２ 利用者１人あたり運行経費
指標３ １便あたり乗車人数
指標４ 自主運行バスの実車走行距離

(人/年)
(円/人)
(人/便)

(km/年)

162,381
1,321
5.4

538,771

(R5)
(R5)
(R5)

(R5)

168,200
1,320
5.9

480,000

公共交通を利用し
やすい環境の整備

指標５ 地域バス調整会議等の開催回数 (回/年) 1 (R5) 3

公共交通の
利用促進

指標６ 公共交通ＰＲ・説明会の開催回数 (回/年) 1 (R5) 3

まちづくりと公共
交通の連携強化

指標７ 交通結節点の乗降者数
指標８ 山県バスターミナル駐車場利用台数
　　　 山県バスターミナル駐輪場利用台数

(人/日)
(台/日)

(台/日)

489
38

42

(R5)
(R5)

(R5)

467
50

50

計画期間
実施項目

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

施策実施の確認

実施内容の評価

目標の達成状況の評価

課題共有

改善と反映

事業実施

実施状況の
確認･評価

評価指標の
チェック

実施の
課題共有

次年度実施の
改善と反映

反映

(中間評価)

プロセス評価

指標の評価

次期計画の検討

反映 反映反映

(中間評価) (中間評価) (中間評価) (最終評価)

アンケート
調査実施

月
内容

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

山県市公共交通会議

主な行事

実施事項

● ●

※
次年度予算要求

★
第三者評価委員会

★
確保維持改善事業
(補助申請)

前年度の事業評価に
基づく改善と反映

Ｃ Ｐ

次年度事業計画の検討 今年度事業の検証

Ｃ

Ｄ

事業実施

Ａ

実施状況の
確認･評価

課題共有

改善検討

　本計画は、「計画策定（Plan）」、「事業の実施（Do）」、「進捗管理・評価（Check）」、

「見直し・改善（Action）」を繰り返す「PDCAサイクル」の考え方により推進していきます。

■ 計画の評価と推進体制

■ 

期
間
中
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

■ 

年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

令和7年4月一部改定



■ 山県市地域公共交通計画　骨子

目標

目標１：公共交通ネットワークの維持・構築

[視点]

・バス路線の維持・見直し

・交通結節点機能の強化

・運転手確保

等

目標２：公共交通を利用しやすい環境の整備

[視点]

・バスの待合環境の整備

・利用しやすい運賃施策

等

目標３：公共交通の利用促進

[視点]

・公共交通の周知・PR

・多様な主体と連携した公共交通の情報提供

・市民と意見を交換する場（地域バス調整会議等）

等

目標４：まちづくりと公共交通の連携強化

[視点]

・まちの拠点の活性化を支える公共交通ネットワークの
形成

・山県バスターミナル周辺のにぎわい創出・魅力アップ

・山県バスターミナルの利便性のPR

等

山県市における地域公共交通の課題

課題１：持続可能な公共交通の確保

・人口減少・少子高齢化を踏まえた公共交
通の確保

・運転手不足を見据え、需要に合わせた効
率的な運行サービスの提供

・他の輸送手段とも連携した効率的な輸
送サービスの提供

課題２：多様なニーズへの対応

・幅広い世代が利用できる公共交通サー
ビスの提供

・地域や利用者の意見を取り入れた、利用
しやすい公共交通サービスの提供

・地域特性に合った公共交通サービスの
提供

課題３：利用しやすい環境

・乗り継ぎ環境・待合環境の改善

・運賃負担の軽減

公共交通の現状まとめ（主要なものを抜粋）

１．公共交通を取り巻く環境

【人口の変化】

・人口減少・少子高齢化が進行しており、特に北部地域で顕著になっている。

【コロナ禍に伴う利用の変化】

・コロナ禍の影響で公共交通の利用者が大きく減少し、現在もコロナ禍前の水準に
までは回復していない。

【交通事業者を取り巻く環境の変化】

・バス・タクシーの運転手不足が深刻化し、今後の公共交通の維持が困難になりつ
つあり、同じサービスを提供する場合でも、運行経費は年々増加している。

２．利用状況・利用者ニーズ

【利用実態】

・ハーバス伊自良・大桑線の大桑地区、市街地巡回線西ルートなど、利用の少ない
路線がみられる。

・ハーバスの利用者は1～2割が片道のみ利用しており、往復利用ができない利用
者がみられる。

【利用者の意見】

・利用者(高校生・高齢者等)から、ダイヤ等に関する個別の改善要望がみられる。

４．市民意識

【公共交通の認知状況】

・バスを利用しない方は、路線再編や新規路線に対する認知度が低く、比較的公共
交通に対する市民意識が低いと考えられる。

課題５：まちづくりとの連携

・山県バスターミナル周辺の活性化

乗降調査・山県バスターミナル利用実態調査・利用者ヒアリング・施設来訪者ヒアリング・高校生アンケート・中学生保護者アンケート　等 計画区域：山県市全域（隣接市町との連携を含む）

計画期間：令和６年度～令和１０年度（５年間）

５．まちづくりの方針

【山県バスターミナル周辺地区の位置付け】

・バスターミナル周辺は、地域間の交流拠点として、商業地区と連携し、新たなにぎ
わいの創出を図る地区として位置付けられている(高富都市計画マスタープラン)

課題４：公共交通に対するPR・意識醸成

・分かりやすい公共交通情報の提供

・新たな利用者の掘り起こし

・公共交通に対する市民意識の向上

各種調査等

どの世代においても住みよい、

　　便利で快適なまちを実現する

　　　　　　　地域公共交通体系の構築

基本方針

３．公共交通の利便性

【乗り継ぎ拠点・待合環境】

・バスターミナル以外の路上バス停では、快適な待合環境が確保できていないバス
停も存在する。

【運賃体系】

・運転免許証自主返納者、高齢者(75歳以上)等の運賃を無料としており、免許自
主返納の促進や運賃負担の軽減を図っている。

・自主運行バスは、ゾーン制運賃により100～300円の低廉な運賃となっている。



岐阜北高校
岐阜商業高校
岐阜高校
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伊自良･大桑線

山県高校前

朝 夕 昼 間

山県市と岐阜市を結
ぶ幹線路線として高
頻度運行を維持

岐阜
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至板取

JR岐阜

ハリヨ
公園
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岐大病院線
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伊自良湖口 岩佐

谷合

塩後

神崎

美山地域
デマンド型

交通

米野

出戸

ほらど
キウイプラザ

岐阜板取線

大桑雉洞

岐
阜
高
富
線

岐阜大学病院
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ハリヨ
公園

ハーバス
岐大病院線

岐阜大学
・病院線

市街地巡回線

快速便
（岐阜駅まで30分）

大学病院への通
院や高校への通
学利便性向上の
ため運行

通勤･通学の利便性
確保のため岐阜方面
へ直通運行を維持

既存利用者や地域住民の
ニーズを踏まえ、需要に
応じた効率的な運行方式
を適用

山県バスターミナル

美山地域
デマンド型

交通

神崎山県BT線

ハーバス
伊自良･大桑線

美山地域～市中心部へ
のアクセスを確保

交通結節点 交通結節点

神崎山県BT線

伊往戸
円原

■ 将来の公共交通ネットワーク イメージ図



■ 事業の実施スケジュール

　取り組む事業は、次の実施スケジュールに基づき行います。

目標１　公共交通ネットワークの維持・構築

(事業内容) R6 R7 R8 R9 R10 実施主体

幹線バス路線の維持
　

　 　 市・交通事業者

自主運行バスの維持・見直し
　

　 　 市・交通事業者

乗り継ぎを考慮したダイヤ設定
　

　 　 市・交通事業者

新モビリティに関する情報収集
　

　 　 市・交通事業者

運転手確保に対する支援
　

　 　 　 　 市・交通事業者

目標２　公共交通を利用しやすい環境の整備

(事業内容) R6 R7 R8 R9 R10 実施主体

バス停環境の整備 市

通学定期補助制度の創設 市

定期券適用範囲の拡大
■

開始
市・交通事業者

割引運賃の適用 市・交通事業者

企画乗車券の発行 市・交通事業者

地域バス調整会議等の開催
■ ■ ■ ■ ■ 市民・市・

交通事業者

目標３　公共交通の利用促進

(事業内容) R6 R7 R8 R9 R10 実施主体

公共交通ガイドブック等によるこまめな情報提供
■ ■ ■ ■ ■

市・公共交通会議

ＩＣＴを活用した情報発信 市・交通事業者

多様な主体と連携した公共交通のＰＲ
■ ■ ■ ■ ■ 市・市民・

交通事業者

バス乗車のきっかけとなるイベントの開催 市・交通事業者

目標４　まちづくりと公共交通の連携強化

(事業内容) R6 R7 R8 R9 R10 実施主体

都市の拠点間を結ぶ公共交通ネットワークの強化 市・交通事業者

山県バスターミナルの設備、利便性のＰＲ 市・周辺施設

山県バスターミナル周辺でのイベント開催 市・周辺施設

継続して定期的に実施

継続して定期的に実施

継続して定期的に実施

継続して実施

情報収集の実施

継続して実施

制度検討・実施

継続して実施

継続して実施

継続して実施

年３回程度実施

年３回程度実施

ダイヤ・路線変更の都度作成

継続して実施

継続して実施

継続して実施

継続して実施

継続して実施

機能分類
路線･系統

[運行主体]
機能

都市間交通 岐阜高富線

[交通事業者]
・通勤･通学、買い物･通院等の様々な目的での利用に対

応し、山県市と岐阜市(JR岐阜駅･名鉄岐阜駅)を連絡
する都市間交通軸としての機能を担う。

・市外から、観光等を目的とする本市への来訪者の移動
手段として山県バスターミナルまでアクセス機能を担
う。

高美線・岐阜女子大線

[交通事業者]
・主に通勤･通学目的での利用に対応し、山県市と岐阜

市(JR岐阜駅･名鉄岐阜駅)を連絡する都市間交通軸
としての機能を担う。

岐北線・
岐阜板取線
[交通事業者]

(地域間幹線系統補助路線)

・主に通勤･通学目的での利用に対応し、山県市と岐阜
市(JR岐阜駅･名鉄岐阜駅)を連絡する都市間交通軸
としての機能を担う。

・朝夕の山県高校への通学目的での利用に対応し、山県
市･岐阜市から山県高校へのアクセス機能を担う。

ハーバス岐大病院線
 [交通事業者]

・主に通学・通院等の目的での利用に対応し、山県バス
ターミナルと岐阜大学病院を結ぶ機能を担う。

都市内交通 ハーバス伊自良・大桑線
[交通事業者]

(地域内フィーダー系統
　　　　　　　　　　補助路線)

・朝夕の通勤･通学目的での利用に対応し、伊自良・梅原
地区や大桑・桜尾地区と山県バスターミナル等を結ぶ
機能を担う。

・昼間の買い物･通院等の目的での利用に対応し、市中
心部の主要施設(商業施設、医療施設、公共施設等)や
山県バスターミナルへのアクセス機能を担う。

・山県バスターミナルから沿線の観光地・観光施設（伊自
良湖、四国山香りの森公園など）までのアクセス機能を
担う。

※各機能に対応したサービス水準を引き続き維持して
いくため、地域公共交通確保維持事業を活用していく。

市街地巡回線

[交通事業者]
・主に買い物･通院等の目的での利用に対応し、高富・富

岡地区から市中心部の主要施設(商業施設、医療施設、
公共施設等)または山県バスターミナルへのアクセス
機能を担う。

神崎山県BT線

[市(運行は交通事業者に
委託)]

・昼間の買い物・通院等の目的での利用に対応し、市中
心部の主要施設や山県バスターミナルへのアクセス機
能を担う。

美山地域デマンド型交通

[市(運行は交通事業者に
委託)]

タクシー

[交通事業者]
・利用目的に関わらず、よりきめ細かなニーズやスピー

ドを重視するニーズに対応する。

■ 地域公共交通の機能分類

　市内を運行する路線をそれぞれが担う役割にあわせて「都市間交通」と「都市内交通」に分類し

ます。各路線・系統に求める機能を以下のとおり位置付けます。


